
 
佐
賀
県
告
示
第
二
百
五
十
九
号 

 

佐
賀
県
訓
練
手
当
支
給
要
綱
（
昭
和
四
十
一
年
佐
賀
県
告
示
第
二
百
七
十
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
月
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
賀
県
知
事 

 

古 
 

川 
 
 
 
 

康 
 
 
 

 

第
三
条
第
一
項
中
「
を
受
け
て
い
る
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
求
職
者
及
び
」

を
「
、
職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
三
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
職
業
訓
練
施
設
の
行
う

職
業
訓
練
（
以
下
「
求
職
者
支
援
訓
練
」
と
い
う
。
）
又
は
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
条
第
一
項
中
「
公
共
職
業
訓
練
」
の
下
に
「
、
求
職
者
支
援
訓
練
」
を
加
え
、
「
「
職

業
訓
練
」
を
「
「
職
業
訓
練
等
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
第
一
号
、
第
六
条
第
一
項
並
び
に
第
七
条
中
「
職
業
訓
練
」

を
「
職
業
訓
練
等
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
第
一
項
中
「
当
該
職
業
訓
練
」
を
「
当
該
職
業
訓
練
等
」
に
改
め
、
「
経
由
し
て
」

の
下
に
「
（
求
職
者
支
援
訓
練
を
受
講
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
直
接
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三

項
中
「
職
業
訓
練
」
を
「
職
業
訓
練
等
」
に
改
め
、
「
経
由
し
て
」
の
下
に
「
（
求
職
者
支
援

訓
練
を
受
講
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
直
接
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
条
中
「
職
業
訓
練
」
を
「
職
業
訓
練
等
」
に
改
め
、
「
経
由
し
て
」
の
下
に
「
（
求
職

者
支
援
訓
練
を
受
講
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
直
接
）
」
を
加
え
る
。 

 

様
式
第
一
号
中
「公

共
職
業
訓
練
を

」
を
「職

業
訓
練
等
を

」
に
、
「・

職
場
適
応
訓
練

」

を
「・

求
職
者
支
援
訓
練
・
職
場
適
応
訓
練

」
に
、「進

達
し
ま
す

」
を
「進

達
（
証
明
）
し

ま
す

」
に
改
め
、
同
様
式
の
(注)
の
３
中
「職

業
訓
練

」
を
「職

業
訓
練
等

」
に
改
め
、
同
様

式
の
(注)
の
４
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 
 
 
４
 
公
共
職
業
訓
練
該
当
者
に
つ
い
て
は
、
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
の
長
を
経

由
し
て
県
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

1



 
様
式
第
一
号
の
(注)
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 
 
 
５
 
求
職
者
支
援
訓
練
該
当
者
に
つ
い
て
は
、
職
業
訓
練
を
行
う
施
設
の
長
の
証

明
を
受
け
て
申
請
者
が
直
接
県
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 
 
 
６
 
職
場
適
応
訓
練
該
当
者
に
つ
い
て
は
、
公
共
職
業
安
定
所
長
を
経
由
し
て
県

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 

様
式
第
一
号
の
二
中
「進

達
し
ま
す

」
を
「進

達
（
証
明
）
し
ま
す

」
に
、
「職

業
訓
練

」

を
「職

業
訓
練
等

」
に
改
め
る
。 

       

様
式
第
三
号
中
「通

り

」
を
「と

お
り

」
に
、「訓

練
を
行
う

」
を
「職

業
訓
練
等
を
行
う

」

に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

手
当
等
の
種
類

支
給

額
 

 
 

「
 

」
 

を 

様
式
第
二
号
中 

「
 
手
当
等
の
種
類
 

支
給

額
 

 
 

 

」
 

に
改
め
る
。 
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